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シ ン ポ ジ ウ ム

診 療 情 報 の 提供における諸問 題

Several Problems Concerning Disclosure of Medical Records for the Patient

第 561回新潟医学会

日 時 平成12年7月15日 (土)午後2時から

会 場 新潟大学医学部 有壬記念鰭

司 会 木村 明 は 本診療録管理学会理事長)

演 者 食品克明 (県医師会長),渡辺悌三 (県医師会理事上伊藤正一 (県医師会理事),赤滞安平 (医学部附属

病院医療情事鰻β教授)

発言者 濃部敬- (三条総合病院),志賀弘司 (新潟市泌尿器科開業医)

司会 第 561回の新潟医学会のシンポジウム,｢診療情

報の提供における諸問題｣ということで,2時間のシン

ポジウムを行います.今日は,お手元のプログラムにご

ざいます様に,令,新潟県でこの間題についてのディス

カッションに1番ふさわしい方々4人にお集まりを頂き

ました.療初に申し上げたい事は,診療情報の開示問題

はもはや開示の是非を問う時期ではなくなっているとい

う事です.これから色々な形に展開していく時代の要請

と私共は受け止めていかぬばと私は理解しています,普

ず.医帥合(7)立場から.今Il:-のlr】1E]かiT-'全国でこの

診療情報の提供を,日本医師会の大きなテ-マとして取

り組んで,具体的活動を始めております.その状況につ

いて,食品先生からお話しを伺います.次に,この診療

情報の開示問題は,患者対医療者の人間関係が親密で 1

対 1の関係があります開業医の場合と,組織医療を展開

しております病院では随分異っていると思うのでありま

す,そこで,渡辺先生から開業医の立場からのお話を伺

います.次に,病院の立場という事で,伊藤先生からお

語を伺います.この開示の問題に関係して,どうも最近

の医師は親切じゃない,話をよく開かせてくれない,自

分の病気について充分な情報が得られない,医師が忙 し

がっているので聞きそびれる,という問題のある挙はご

承知だと思いますが,この間題をよく考えてみますと,

晋の医師より今の医師が怠け者になった訳でもないし,

不親切になった訳でもない,時代が変わり医学が進歩し,

医療の概念が非常に拡大してきたため医療情報が加速度

的に増加していると申せます.そうしますと今までのよ

うに,手で番いて,自分のロで説明することが弼軽を状

況があろうかと考えます,これからの時代の開示問題に

対応する有力なツ-舟として,電子カルテが登場して参

りました一そういうことで今日は教練に,赤滞先生から

電子カルテについて開示間題との関連で展開して頂くと

いう車にいたしました｡それで療初に,2,3の用語に

ついて申し上げます,今Elのテ-マほ ｢診療情報の提供

における諸問題｣は,巻では,患者の自己の診療記録に

対する開示請求権と受け止められております.この二つ

は,言葉としてほ遠いますが,内容に大きな違いはない

と私は思います.患者の視点からは,開示請求権 となり

ますが,医療者の立場からは,情報の提供と受け止めら

れるかと思います.大事な事は,医療者と患者の情報の

共有でありますので,その日的達成には,両方が協力 し

ていかなくては駄目だと考えます.今田は医療関係者だ

けなので,｢医療情報の提供に関する｣ として進めさせ

て頂きます.日本医師会のこのような捉え方に対 して,

患者の開示請求権の否定だとの見解をとっているマスコ

ミもあるようですが,そんな事ではないと思います.こ

の開示の問題は,何も平成 9年から急に始まってきたの

ではなく,私ども医療者にとりましては,患者との,医
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し.これからも色々な形で展開するテーマだと考えてい

ます.そんなことで,今｢‖よ,提供者の立場に絞っての

話になろうかと思いますが,ごJ'解頂きたいと考えてお

ります.
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前置きはこの辺にして,県医師会長の倉品先生から,

l末師会の立場からお願いします.デ ィスカッションは,

プレゼンテーションが全部終わってからと思います.よ

ろしくお願いします.

1) 診療情報の提供における諸問題

- 医師会の立場から-

新潟県医師会会長 食 品 克 明

SeveralProblemsforDisclosureoft.he八･:IediealRecords

- --from View-PointofMedicalAssoeiationW--

YoshiakiKURASHINA

PT･eSi-dL,ntOfNiigataMedt'cal:1ssociatioTI

GuidancefordisclosureofthemedicalrecordshowedbyJapanh･:IedicalAssociationand

eorrespondanceofNiigataMedicalAssociationwerereportctd.

ⅠくeyWOrds:diselosulでOfmedicalrtleOrd.medicalrecord
医療情報提供,診療録

は じ め に

診療情報の開示をめぐって論議が急展開する中で,日

本医師会では昨年4月 ｢診療情報の提供に関する指針｣

を制定,本年 1月 1日より診療記録等の情報開示が全国

一斉に始まった.日本医師会の ｢指針｣の概要について

述べ,新潟県医師会の対応について報告する.

｢指針｣について

｢指針｣は医師の倫理規範であり,患者への診療情報

の提供は,医師として果たすべき当然の倫理的寮務であ

るとしている.

1.診療情報の提供とは

日 口答による鋭明

2)説明文藩の交付

3)診療記録等の開示 閲覧,謄写,要約番の交付

診療情報提供は医療行為であり,1)2)は医

師が日常診療上,行っているものであるが,3)

は患者側の要求があった場合である.

2.開示を求めることができる者

1)原則として患者本丸

2)法定代理人

未成年者の場合は,親のことをいう.代理人と

いってくる弁護土は別.

3)本人からの代理権を与えられた親族

民法では6親等までというが.分かi)にくいと

い う意見が多い.

4)現実に患者の世話をしている親族,経凝者

Reprinもrequeststo:YoshiakiKURASHINA, 別刷請求先:

NiigataMedicalAssociaLtion 〒95118581 新潟市医学町通 2番町13番地

短akucyho-douTi,N軸ataclもy, 新潟県医師会会長 食 品 克 明

951-8581JAPAN
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日本医師会
歯 車 情 報 提 供 轍遜番風愈

(苦情飽理横網)

(訂 静療情報銀鱗轡の申し激て

② 静麻情報の飽執､静療配線琴の開示､あるいは拒否滴懲

(卦 柑淡 ･苦fIの申 L立て

④ 番滑聴取率の闇斎､執定終発の感知

⑥ 夢傍聴敬啓の鯛藩,奔明税金の村琴､観澄紡鼎の通知

⑥ 応並附県既弥会長からの蛤■の付托

uT,cZnL.Ql粉JLに純する叔定括輿の適切

図1 診蝶情報提供にかかる苦情処坪
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ひとりぐらしの方を想定 している.

3.開示などを拒否できる場合

1)第三者の利益を害する場合

第三者から聞き取った情報が記載されている場

合など.

2)患者本人の心身に著 しい悪貰三智が及ぶ場合

悪性腫塙の場合など.

3)その他,情報提供や開示が不適当な場合

訴訟が予想される場合など.

4.その他の事項

1)診療情報提供に関する費朋は実費とする.合理

的範囲であればよい.

:‖ 廿本医師会は,この ｢指針｣を診頼録その他の

診療記録等の作成 ･管理に関する環境の整備,

医療をめぐる諸条件の変化に適合 して,2年転

にその内容を見直す.

5.指針の実施に向けて

日本医師会,都道府県医師会が行うこと (診療に関す

る相談窓lコ,診療情報提供推進委員会の設置など).杏

医頼矧喝で行うこと (音式,手順など)を定めている.

(｢診頼情報の控供に関する指針の実施に向けて｣1999.

11参照〕

新潟県医師会 での対応について

1.吉知悶ポスター.開示申込番,委任状,要約音な

どの ｢モデル｣を各医頼穐関に送っている,

2.総務課に ｢診棟に関する相談窓口｣ を設置 して.

相談事項の処私 解決にあた-_)ている,郡市医師会

では担当理事が窓口となって連携.

3.苦情処理博聞として県医師会に ｢診療情報提供推

進委員会｣が設置され,相談窓rlで処坪,解決で き

ない事項に対応 している.委員会は,県医師会役員

2名,弁護士 1名,医療を受ける者 2名の三者構成

となっている.

お わ り に

診療情報の提供がスター トして6カFjが経過 している

が.県医師会の窓LI.lによせられた件数は,6J]r末H税在

で15作である.このうら.診療惰報の提供に関 しては僅

かに岩佐のみであり,その他は診療内容などに関してで

あ り,全事例が担当医への連絡などで解決 している.

｢診療情報提供推進委員会｣は.発足時に打 ち合わせの

ために開催されただけで,委 員 会で検討された事例は末

だ 1件もない.

相談窓【I-は,紛争がらみの事例が予想されたが,開

けてみると,診療内容に関する相談が大部分であ り,こ

の窓LHま患者側との情報交換の場として役立っている.

日医の ｢指針｣は,急速な法制化論議の嵐の中で環境

整備が不十分なままスター トしてしまった.その後,E]

医の医事法関係検討委員会から ｢診療録のあり方につい

て｣が答申されているが,環境整備は.これか らが正念

場である.｢指針｣のいくつかの問題点については,後

の質疑の中で述べてみたい.
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司会 あi)がとうございました.私からお品に追加を

させて頂 きます.ひとつは,先程 (スラ 11ドの時に).

先生の申された患者の病状に悪影響を与える場合は,悪

影響を与えると ｢医師が判断 した場合｣という言葉が入

ります.こちら側の判断で開示を拒む事が出来るとい う

形になっています.これには,マスコミは反発 していま

すが,欧米でもこの形は取られていますので,ちょっと

追加 して申します.次にポスターの問題.これ も随分マ

スコミから批判されています.患者の開示請求権を認め

る,という言葉がひとつも入っていないじゃないか,ど

いう指摘です.日本医師会での議論の中で,開業医の先

生が,｢私の病院は,患者の開示請求権を認めます｣ と

番いたら,果たしてどれだけ患者さんが理解 してくれる

か,という疑問が出され,最終的に,｢何なりと御相談

下さい｣という形になった経緯を追加しておきたいと思

います.それから,苦情処理委員会の事であ りますが,

これも,医師会が苦情処理委農会を開催するのでは公平
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性を欠くのではないか.という指摘があi)ます.これは,

厚生省の委員会では,厚生省は,是非そういう委員会を

作るべきだ.世界各回では.だいたいそういう苦情処理

費戯会が多いとの意見が多かったのであります.ところ

が,現在の厚生省は,定員法で縛られていますので.日

算の予算で,毎分の定農で,苦情処理委員会を作る意志

が軽い,ということになりまして,そこでE]本医師会の

方で苦情処理委員会を作 りましょうという形になった訳

であります.この事につきまして,都道府県の医師会か

ら,El本医師会には随分と苦情が来たと言っております.

それは厚生省がやるべき,といJ)指摘があったと聞いて

お i)ます.その公平性を保つ/+=めに.‖∴本医師会,ある

いは,都道府県の医師会が,色府の苦心をしている状況

はお判 りいただけたかと思ってお ります.

それでは,次に開業医の立場から,渡辺悌三先盤にお

願いLます.私の同級生です.間葉されて長いんですが,

昔から記録に対 しては高い関心をお持ちで,自分の診療

所の記録は大変よく管理されておられます.この間選に

ついて,早 くから私と意見交換をしてきた先生です.渡

辺発生よろしくお願いします.

2) 診 療情 報 の提供における諸問題

- 開業医の立場から-

新潟県医師会理事 渡 辺 悌 三
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